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令和８年度校区外通学の申請について 

 

福津市教育委員会 

学 校 教 育 課 

第２回の受付を開始しました。 

受付期間：令和７年１０月１７日（金）から令和７年１１月１７日（月） 

[令和７年１０月１７日追記] 

 

令和８年度より、福間東中学校への校区外通学では、自転車通学ができること

としました。 

（光陽台１区・２区・３区・南区に居住する校区選択制度利用者を除く） 

［令和７年７月２９日追記］ 

 

１．制度の趣旨 

この制度は、福間小学校、福間南小学校、福間中学校において、児童生徒数が

増加し、大規模校及び過大規模校となっていることから、保護者からの希望があ

る場合、大規模校及び過大規模校ではない学校への校区外通学を可能とするも

のです。 

 

２．対象者及び校区外通学先 

 対象となる児童・生徒は、下表の「本来の就学校」に通学する児童・生徒です。

校区外通学が可能な学校は、下表の「校区外通学先」の学校です。 

 

本来の就学校 校区外通学先 

・福間小学校 

・福間南小学校 

・神興小学校 

・上西郷小学校 

・神興東小学校 

・福間中学校 ・福間東中学校 

 

３．受入可能人数 

各学校、各学年の受入可能人数は、別紙「令和８年度校区外通学の受け入れ人

数と児童・生徒数の見込み」のとおりです。 



申請者が多く、申請者数が各学校各学年の受入人数枠を超えた場合は、公開抽

選会を実施し、就学者を決定します。抽選で選外となった児童・生徒については、

補欠順位を付け、辞退者が出た場合、上位者から順次繰り上げを行います。 

 

４.申請手続き 

（１）提出書類 校区外通学許可申請書（様式第１号） 

（２）受付期間 令和７年１０月１７日（金）から令和７年１１月１７日（月） 

  ※午前８時３０分から午後５時まで（土、日、祝日は除く） 

（３）提出方法 持参または郵送による。（当日消印有効） 

（４）提出先 福津市役所別館２階 学校教育課 学務係 

 

５．申請結果の通知 

 申請の結果は、令和７年１２月１７日（水）までに、郵送にて通知します。 

 

６．学校見学について 

校区外通学を検討、申請される場合は、事前に学校の見学をお願いします。 

※学校の都合により、見学可能日が異なります。あらかじめ、各学校にお問い

合せください。 

※神興小学校  ℡０９４０－４２－０６８５ 

上西郷小学校 ℡０９４０－４２－０２５８ 

神興東小学校 ℡０９４０－４３－０７７５ 

福間東中学校 ℡０９４０－４３－０７７０ 

 

７．留意事項 

〇入学・転入学後は、原則として、卒業まで学校の変更はできません。 

〇特別支援学級に就学する児童は、申請対象となりません。 

〇児童・生徒の通学に必要な経費等は、保護者の負担となります。 

〇登下校時の安全確保については、保護者に責任を負っていただくこととなり

ます。（小学校では自転車通学はできません。） 

〇各学校での地域活動等への積極的な参加をお願いします。 

〇現在、本制度により校区外通学をしている小学生児童であっても、中学校での

校区外通学を希望する場合は、申請が必要です。 

  

【問い合わせ先】 

福津市教育委員会学校教育課 学務係 

〒８１１－３２９３  福岡県福津市中央 1丁目 1番 1号 

TEL：０９４０－６２－５０９０ 


